
市総務局人事部給与課長、市労連書記長以下との小委員会交渉 

 

令和６年５月 15日（水曜日）大阪市労働組合連合会（市労連）との交渉の議事録 

 

（組合） 

各単組より５月９日までに各任命権者に対して、本年度の夏季一時金要求の申し入れを

行ってきたところであるが、本日以降、従来どおり市労連の統一交渉によって課題の解決を

はかっていくこととする。 

なお、再任用職員及び会計年度任用職員等の夏季一時金についても、この間の交渉経過を

踏まえて対処されるよう併せて要請しておく。 

それでは、夏季一時金について、大阪市として申し入れを受けて以降、検討された内容に

ついて現段階における考え方を示されたい。 

 

（市） 

これまで各単組から本年度の夏季手当に関する申し入れを受けたところであるが、引き

続き慎重に検討してまいり、近日中に回答したいと考えているところであるのでよろしく

お願いする。 

 

（組合） 

市側より、引き続き慎重に検討し近日中に回答するとの認識が示された。 

その上で、市労連として、夏季一時金に影響する課題、及び昨今の状況を踏まえ市側姿勢

と認識を質しておきたい。 

地方公務員の給与については、この間の政治的圧力など、さまざまな給与削減が実施され

てきたことから厳しい状況が続いており、「給与制度の総合的見直し」以降、地域間格差も

拡大し、今もなお多くの自治体職員の生活実態は改善されておらず、厳しい状況となってい

る。 

大阪市において、月例給及び一時金について、人事委員会勧告どおり２年続けてとなる引

き上げ改定が行われたが、給与制度改革の実施により職員の給与水準は、依然として国や他

都市よりも低い状況である。一方で、長期に及んだコロナ禍での対応も含め、組合員は、市

民の生命や日常生活を守るため、市民サービスの質を低下させることなく責任と誇りを持

って、日夜、業務に励んできたところである。そうした事から、大阪市は、これまで組合員

が果たしてきた懸命な努力と実績を、しっかりと受け止めるよう求めておく。  



また、市労連として再三申し上げてきたが、2012年８月の「給与制度改革」により、給与

水準が大幅に引き下げられ、多くの組合員が、各級の最高号給に滞留していることから、昇

給・昇格条件の改善等を含めた人事・給与制度の早急な確立を求めてきたところである。 

この間の確定交渉の際にも指摘しているが、人事委員会も執務意欲の維持・向上につなが

る方策を継続的に検討するよう言及しており、市労連としても、昇給・昇格条件の改善等を

含めた人事給与制度の構築が必要との指摘も繰り返し行ってきたところである。そうした

中、本年４月より８号給の号給増設が行われたところであるが、数年後には最高号給に滞留

する組合員が発生・増加することから、一時的な対策であり実効ある解決策には繋がらない

ことから、満足のいくものとは言えない。 

人事評価制度については、この間の確定交渉において、生涯賃金への影響を考慮した改正

が行われるなど、一定の改善がはかられてきたものと認識している。さらに、昨年 11月の

団体交渉においては、市労連として繰り返し求めてきた、絶対評価点と相対評価区分の不整

合も解消されてきたところと認識するところである。 

一方で、職員基本条例に基づく相対評価についてであるが、人事評価制度の目的は人材育

成であり相対評価については本来の制度趣旨から逸脱しており、市労連として、制度そのも

のを容認できるものではない。そうした事から、相対評価を早急に廃止した上で、人材育成

に重点をおいた評価制度を構築するよう強く求めておく。 

以上、夏季一時金に少なからず影響を与える課題について申し上げたところであるが、こ

れらに対する大阪市としての認識を示されたい。 

 

（市） 

直接の交渉議題ではないものもあるが、夏季手当の回答に少なからず影響する事項につ

いてご指摘をいただいたので、我々としての現時点での認識を示したいと思う。 

まず、昇給・昇格条件の改善を含めた人事・給与制度の構築については、最高号給に達し

た職員の執務意欲の維持向上などの要求をいただいているところである。この点に関して、

令和２年度からは、技能職員が従事する職域において、業務主任を補佐する役割等を担う２

級班員を必要に応じて設置しており、行政職３級相当級への昇格では、令和５年度より人事

委員会の選考試験において、事務職員、技術職員で実務能力、職場への貢献をより重視した

区分の新設が行われるなど、最高号給に達した職員の執務意欲の維持向上につながる取組

みを実施しているところである。 

また、給料表については、本市人事委員会の意見を踏まえ、最高号給に達した職員の執務

意欲の維持向上という点も考慮し、号給の増設を本年４月に実施している。 



相対評価の給与反映については、職員の頑張りや実績に報い、執務意欲の向上に資するよ

う、昇給制度、勤勉手当制度を運用している。令和４年度以降の相対評価結果に対する給与

反映について、これまでの職員アンケートの結果、人事委員会からの意見等を踏まえ、人事

評価制度の目的である職員の資質、能力及び執務意欲の向上をより一層図る制度とするた

め改正を行ったところであるが、今後も職員の士気の向上につながる制度となるよう、これ

までの人事評価結果や人事委員会からの意見、職員アンケートの結果等の分析、検証を行い、

公平、公正性、透明性、客観性、納得性を確保し、職員の十分な理解が得られるよう改善に

努めるとともに、今後も協議を行ってまいりたい。 

今後とも、国、他都市の動向等も勘案しながら、慎重に検討してまいりたいので、引き続

きよろしくお願い申し上げる。 

 

（組合） 

ただ今、市労連が申し上げた点について、現段階での大阪市の認識が示された。 

本日は、夏季一時金交渉ということから一時金に影響を与える課題と、昨今の状況を踏

まえた課題について申し上げたところであるが、市労連として、組合員の賃金・勤務労働

条件に関しては、通年的な課題と認識している。今後も課題の解決に向けて十分な交渉・

協議を要請するとともに、組合員の勤務意欲の向上に資する制度となるよう、昇給・昇格

条件の改善等も含めた人事・給与制度の構築を行うよう改めて申し上げておく。 

また、地方公務員の賃金引き上げは地場賃金にも影響を及ぼし、消費拡大や地域経済の

活性化にも繋がるものであると認識する。 

厳しい生活実態とともに将来への不安を抱える組合員にとって、夏季一時金に対する期

待感は大きく切実なものである。繰り返しになるが、これまで組合員は、コロナ禍におけ

る対応も含め、市民サービスの質を低下させることなく、懸命に業務に励んできたところ

である。総務局は、組合員が果たしてきた努力を真摯に受け止め、使用者・雇用主として

の責務を果たすことは当然として、大阪市として誠意ある対応を行うよう求め、本日の交

渉を終えることとする。 


